
１．はじめに

　2019年４月から施行された「働き方改革関連法案」に
基づいて労働者の働き方に関するさまざまな改革が実施
されている。中でも，教員については，教育公務員特例
法に基づき「働き方改革」が進められようとしているが，
その改革が実態と合致しないという問題，とりわけ，教
員の勤務態様の特殊性と長時間労働の問題が話題となっ
ている。話題の大きな要素として，「公立の義務教育諸
学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」の影響
がある。教員の労働については，これまで教育職員の職
務と勤務態様の特殊性を鑑みて，時間外勤務について労
働基準法とは異なる特別ルールが定められてきた。この
法律は，第二次世界大戦後，教員の給与条件を定める際
に，文部省（当時）が教員の給与について，時間外労働
の超過勤務手当を支給するという労働基準法に則るので
はなく，本給に公務員以上の特別の手当を付加すること
として，時間外手当を支給せず，超過分は時間調整で対
応するという運用を求めたことが始まりである。この後
制度の変更が続き，教員の本給の優遇が少なくなり，「時
間外労働に対価が支払われないのは労基法違反である」
という趣旨の訴訟が相次いで出てきた。こうした訴訟の
影響を受け，1971年に「公立の義務教育諸学校等の教育
職員の給与等に関する特別措置法」が制定された。法律
が成立した当時の平均残業時間が月８時間だったことか
ら４パーセントが妥当とされたが，その後，教員の仕事
内容が年々複雑化し，勤務時間が長引く一方であること
から，この法律が実態と合わなくなったという指摘がさ

れている。1972年には最高裁判所から教員の超勤手当の
支給命令が出されているという判例がある。こうした法
律の成立に当たって，当時の国会では「教員は夏休みの
ような長期休業期間等に自宅や学校外で自主的に研修を
行うなど，勤務時間内に自由な時間が存在する。だから
一般の労働者のような時間管理はなじまない」という議
論があった。これをもって，教員の「職務の特殊性」が
議事録に残っている説明となっている。
　現在では，公立学校の教員は，正規の勤務時間の割振
りを適正に行い，原則として，時間外勤務は命じないも
のとされている。正規の勤務時間を超えて勤務させる場
合は，「政令で定める基準に従い条例で定める場合に限
るものとする」とされている。（公立の義務教育諸学校
等の教育職員の給与等に関する特別措置法第５条及び第
６条）この解釈の下，公立の教員に時間外勤務を命ずる
場合は，「公立の義務教育諸学校等の教育職員を正規の
勤務時間を超えて勤務させる場合等の基準を定める政
令」で定められている業務（いわゆる「超勤４項目」後
述）に従事する場合であって，臨時又は緊急のやむを得
ない必要があるときに限られている。加えて，上記の時
間外勤務を命じるに当たっては，労働組合等との書面に
よる協定（いわゆる３６協定）を必要としない，とされ
ている。また，時間外勤務手当及び休日給を支給せず，
勤務時間の内外を問わず包括的に評価して，教職調整額
（給料月額の４％，期末・勤勉手当，退職手当，年金等
にも反映。）が支給されるという特別の措置がなされて
いる。ちなみに「公立の義務教育諸学校等の教育職員を
正規の勤務時間を超えて勤務させる場合等の基準を定め
る政令で定められている業務」の４項目とは以下の通り
となっている。
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①校外実習その他生徒の実習に関する業務。
②修学旅行その他学校の行事に関する業務。
③職員会議に関する業務。
④非常災害の場合，児童又は生徒の指導に関し緊急の措
置を必要とする場合その他やむを得ない場合に必要な業務。
　教員の業務の実態としては，その職務範囲が教育活動
という時間や労働力で測ることが難しい広い範囲にわたっ
た内容であり，量的にも質的にも，職務の遂行には勤務時
間内での処理ができないとされる論点がある。文部科学省
によれば「教員の「職務」は，「校務」のうち職員に与え
られて果たすべき任務・担当する役割である（具体的には，
児童生徒の教育のほか，教務，生徒指導又は会計等の事務，
あるいは時間外勤務としての非常災害時における業務等）。
「校務」とは，学校の仕事全体を指すものであり，学校の
仕事全体とは，学校がその目的である教育事業を遂行す
るため必要とされるすべての仕事であって，その具体的な
範囲は，「１．教育課程に基づく学習指導などの教育活動
に関する面，２．学校の施設設備，教材教具に関する面，３．
文書作成処理や人事管理事務や会計事務などの学校の内
部事務に関する面，４．教育委員会などの行政機関や
PTA，社会教育団体など各種団体との連絡調整などの渉
外に関する面等がある。」とされている1）。この規定におい
ても，かなり多様な校務がある。校務は多様であるため，
校務自体は校長がつかさどるが，学校ではこれを分掌す
ることができるとされており，実際には学校の職員が校務
の実施に向けて組織的に対応しているという現状がある。
　これに対して，2006年に文部科学省が「第１回教員勤
務実態調査」を実施，中央教育審議会における「学校の
働き方改革」論議が展開されるようになってきた。こう
した議論を受け，教員の勤務実態に関する調査研究の動
向も，アンケートを中心とした精神的・心情的な側面に
着目するものから，労働時間などの量的な側面にシフト
されるようになってきた。そして，教員の労働時間に関
する量的分析（青木・神林�2013，神林�2016等）や質的
分析（新谷�2012等）が行われるようになってきた2）3）4）。

２�．これまで教員の「働き方改革」に関する調査研
究の課題

　教員の労働については，一般企業などで実施されるよ
うな職務の詳細を分析的に捉え，その労働がどのように
遂行され，どこに無駄があるのかということを見出すい
わゆる職務分析5）は行われてこなかった。そのため，教
員の多忙化が話題にはなるものの，どこがどう多忙なの
かその実態が科学的に把握されておらず，アンケート調
査という心情的な調査や教員の経験談や個人的な証言に
頼っており，教員の職務に対する科学的な分析が十分に
行われているとは言い難い。教員の労働には，特殊性が
強く，どこまでがその職務範囲であるのかを決める客観
的な根拠が薄いことや，どこまでやれば完全にできたと
言えるのか到達点の見極めが難しいこと，研修が教員の
主体性や思想信条の自由を保障する上で自主研修が認め
られていることなどがあり，客観的な測定が難しいとい
う性質があった。一方で，先に挙げたように夏休みの自
主研修などは教員の裁量として認められてきたが，昨今

では夏休みも勤務とされて，自主研修の裁量はかなり
減ってきていると言える。
　そうした現状の中，教員の職務について，量的には長
時間労働の問題がとりざだされてきた。表１は日本教職
員組合がおこなった教員の労働実態に関する調査の結果
である6）。（調査期間2021年１学期における通常の１週
間を調査　調査回答総数　7,014人）この結果からは，
学校に勤務している時間が労働基準法に規定された時間
よりはるかに長い時間に及んでいる。ところが，勤務時
間中にはどのような業務を，どのように行ったのかとい
う業務内容及び方法という実際の労働に関する調査は実
施されていない。そのため，総体として勤務時間が長い
ことは明らかにされているが，そうした長時間にわたる
労働がどのような内容のものであり，そのどこをどう削
減・改善すればよいのかという具体的な対策が見えてこ
ない。ただ，教員は長時間労働である，という中身のな
い実態が問題とされるに留まっている。そのため，具体
的な改善策が見出されず，経験則や好例が示されるばか
りであり，職場環境や教員の業務に見合った対策が講じ
られてこなかった。

　こうした中で，教員の長時間労働の原因を「労働性の
否定」と「不十分な勤怠管理」にあるとする論点がある。
「労働性の否定」については，「教員の時間外勤務は，
教師が自主的自発的に行ったものだから「労働」と評価
することができないため自己研鑽とする」という考え方
がある。これは教員の超過勤務は法令上，いわゆる「超
勤４項目」に該当するものとされており，それ以外は認
めていないという見解に繋がる。一方で，通常の業務内
容は勤務時間内では処理することができない労働量に該
当するという見解がある。これについても，教員の労働
が実際にはどのように行われているのかという実態を示
すことなく，ただ，時間がかかることが取り上げられて
いるため，両者の間に基盤となるものがないまま議論が
すすめられている。こうした議論の争点は，互いの主観
的な解釈であったり，法令上の解釈の問題であったりす
るため，より複雑性を増すことになり，結論を見出しき
れないでいる。
　また，「不十分な勤怠管理」については，そもそも教
員の勤怠の状況が正しく把握できないという実態がある
ことをさしている。教員の場合，多くの学校で「報告や
点呼，目視によって管理職が把握」「出勤簿への押印」
などによって勤怠管理が行われており，厚生労働省が示

表１-１表　教員の勤務日（月～金）における学校内の勤務時間（１日平均）
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2021年計 4.0 8.3 18.3 25.1 24.1 13.6 4.7 1.5 0.4 5,446 96.0 20.1 10：39
（2020年計） 4.4 8.8 17.0 24.8 20.3 17.0 4.6 2.1 1.0 2,940 95.6 24.8 10：27
（2019年計） 2.7 5.6 11.8 23.3 18.7 22.6 10.3 3.9 1.1 7,629 97.3 37.8 10：59
（2018年計） 2.5 4.9 10.8 22.4 19.9 22.4 10.2 4.9 2.0 9,410 97.5 39.5 11：07

注．�2020年調査における時間数は，新型コロナウィルス感染症の影響により９月に調査を実施したこと
に留意する必要がある。他の年度の調査はすべて７～８月に実施している。

表１．教員の勤務時間

出典：�「2021年学校現場の働き方改革に関する意識調査」日本教職
員組合
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す「労働時間の客観的な把握」に適う方法がとられてい
ない。また，これを明確にすると，勤務は終えているに
もかかわらず業務は終わっていないという事態が生じる
ことになり，実態としてサービス残業を強いることに
なってしまうだろう7）（図１）。
　しかし，この２点を明確にしても，教員の労働総量が
減るわけではないので，業務時間が短縮できたり，労働
に関する負担が軽減されたりするわけではない（図２）。

　ここにあげるのは教員が業務の何を負担と感じている
のかという負担感を問う意識調査の結果である8）。労働
の実態ではないが，労働に対する意識として何が負担と
なっているのかは「働き方改革」を実施する上では看過
することはできない。この調査では教員が負担と感じて
いるのは，授業の準備をしたいがその時間が充分に確保
できないことや仕事に追われて生活にゆとりがもてない
ことと言った，自身の仕事を遂行することができないも
どかしさが示されている。また，生徒指導，校務分掌，
保護者対応といった学習指導以外の負担が大きいことが
示されている。では，実際には勤務の実態と負担感の関
連はどのようになっているのだろうか。やはり，こうし
た負担感の解消に向けても，教員の業務の実際を明らか
に可視化する必要があると考える。

３．研究の目的

　本研究は，教員の労働の実態を可視化して，「働き方
改革」に寄与することを目的とする。本研究では，教員
がどのように職務を遂行しているのかといった実態を職
務一覧表を作成することで可視化する。具体的には，ど
の業務にどのくらい時間がかかっているのかを調査して
表に示し，教員の労働に対する職務分析を行う。職務分
析としては，通例の方法に倣い，どのような職務がある
のかを洗い出し，その職務にどのくらいの時間がかかっ
ているのかを示す。まずは，教員の労働を時系列で描き
出し，その時刻と時間を記録したうえで，職務を種別に
分けて，どのような職務にどれだけの時間がかかってい
るのかを示すことにより，業務一覧表を作成することで，
教員の労働の実態を示す。

４．職務分析と研究の方法

　職務分析とは，職務遂行に必要な業務を小さなタスク
に細分化・可視化し，労働の実際を可視化して，そこに
ある課題を特定する分析的手法のことである9）。業務を
続けていく上では，つねに業務改善を実施していくこと
が必要である。そのためには，業務分析が最適のステッ
プとして通常企業等では実施されている。
　見てきたように，これまで教員の業務分析は，教員の
労働の実態を把握したうえで，十分に実施されてきたと
は言えない。教員の業務の内容を，その実態に沿って可
視化するためには，まずは，教員が実際に行っている業
務を洗い出し，職務一覧表を作成する必要がある。通例
企業の場合は，企業全体の業務の可視化が必要となるた
め各部署における業務を洗い出し，重複や欠陥等を見出
していくことになる10）。教員の場合は，校務は分掌され
ているが，個人が負担する範囲が大きいため個人の職務
一覧表を作成してそのうえで，個々の業務にかかる時間
を表示することにより，どの業務にどれくらい時間をか
けているのかという労働実態を示すことにした。
　職務一覧表を作成するために，職員を特定して，特定
した職員の業務が連続して遂行されている時刻を書きだ
し，時刻の差から各業務にかかった時間を計測して，そ
の一覧を表にするという形で教員の業務一覧表を作成す

出典：文部科学省「勤務時間管理の現状と在り方について平
成29年11月６日学校における働き方改革特別部会資料４」

図１．教員の勤務時間管理

図２．教員の仕事の負担感
出典：�大学間連携による教員養成の高度化支援システムの構築―

教員養成ルネッサンス・HATOプロジェクト―「教員の仕
事と意識に関する調査」発行日：2016年２月13日発行：国
立大学法人�愛知教育大学㈱ベネッセホールディングス　ベ
ネッセ教育総合研究所
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る。その表から同じ種別の業務にかかった時間を一つに
まとめ，それぞれの業務にかかった時間を合計して，業
務ごとにかかった時間の割合を示す。そこから，どの業
務にどれだけの時間がかかっているのかを可視化するこ
とができる。また，各業務にどのように時間をかけてい
るのを可視化することもできる。このようにして得られ
た結果から，どうしてそれだけの時間がかかるのかを考
察して，教員の職務の実態と改善点を見出す。職務一覧
表，業務種別ごとにかかった時間の割合，各業務遂行に
かかった時間は以下のようになる。ここでは４つのサン
プルを得た。サンプルについては，出勤から退勤時刻ま
での教員の行動を観察して，それを時系列で記述，業務
種別で示すという方法をとった（図３）。
　表の縦軸には業務を時系列に記録していく。表の横軸
にはひとつの連続した業務をまとまりとして，その開始
と終了の時刻を記入して，その差から業務にかかった時
間を算出する。
　教員の業務についてはこれまで文部科学省が実施して
きた調査研究では，表２のように①児童生徒の指導に関
わる業務，②学校の運営に関わる業務，③外部対応，④
校外，⑤その他に分類されていた11）。この分類では，教
員の学習指導に関する業務と生徒指導に関する業務がひ
とつにまとめられている。教員の負担感に関する調査か
らみると，多くの教員が「学習指導（授業準備）にかけ
る時間が少ない」「生徒指導に関わる時間が多い」こと
を訴えていた。この分類のように学習指導と生徒指導を
まとめてしまうと，そのような教員の声を拾い上げるこ

とはできない。
　本研究では学級担任を調査対象としている。調査対象
は，Ｔ県内の１つの小学校から４名を任意に抽出した。
担任学年は２年生，３年生，４年生，６年生である。い
ずれも学年主任ではない。年齢は30歳から40歳であり，
一定の経験を積んだ教員とした。
　多くの学校では校外指導や外部対応は副校長や主幹教
諭，教務主任等が対応しているという実態がある。また，
外部対応のうち保護者対応については学級担任が対応す
る場合がある。しかもその内容の多くは生徒指導に関す
る報告・連絡である。また，学校運営の項目では，教員
が行っている打合せや職務のための準備，連絡調整行為
が含まれていない。とりわけ，短時間で行う連絡調整は
教員の重要な業務である。そのことを含む教務事務とす
る項目を設定した。このような教育現場における業務の
実態を考慮して，本研究では，①学習指導（授業，授業

表２．教員の業務分類（文部科学省）

児
童
生
徒
の
指
導
に
か
か
わ
る
業
務

ａ 朝の業務 朝打合せ，朝学習，朝読書の指導，朝の会，朝礼，出欠確認など（朝学習・朝読書のうち教育課程の一環として行うものは，
ｂ授業に含める）

b1 授業（主担当） 主担当として行う授業，試験監督など
b2 授業（補助） ティーム・ティーチングの補助的役割を担う授業
ｃ 授業準備 指導案作成，教材研究・教材作成，授業打合せ，総合的な学習の時間・体験学習の準備など
ｄ 学習指導 正規の授業時間以外に行われる学習指導（補習指導，個別指導など），質問への対応，水泳指導，宿題への対応など

ｅ 成績処理 成績処理にかかわる事務，試験問題作成，採点，評価，提出物の確認，コメント記入，通知表記入，調査書作成，指導要録
作成など

ｆ 生徒指導（集団）
正規の授業時間以外に行われる次のような指導：給食・栄養指導，清掃指導，登下校指導・安全指導，遊び指導（児童生徒
とのふれ合いの時間），健康・保健指導（健康診断，身体測定，けが・病気の対応を含む），生活指導，全校集会，避難訓練
など

ｇ 生徒指導（個別） 個別の面談，進路指導・相談，生活相談，カウンセリング，課題を抱えた児童生徒の支援など
ｈ 部活動・クラブ活動 授業に含まれないクラブ活動・部活動の指導，対外試合引率（引率の移動時間を含む）など
ｉ 児童会・生徒会指導 児童会・生徒会指導，委員会活動の指導など
ｊ 学校行事 修学旅行，遠足，体育祭，文化祭，発表会，入学式・卒業式，始業式・終業式などの学校行事，学校行事の準備など

ｋ 学年・学級経営 学級活動（学活・ホームルーム），連絡帳の記入，学年・学級通信作成，名簿作成，掲示物作成，動植物の世話，教室環境
整理，備品整理など

学
校
の
運
営
に
か
か
わ
る
業
務

ｌ 学校経営 校務分掌にかかわる業務，部下職員・初任者・教育実習生などの指導・面談，安全点検・校内巡視，機器点検，点検立会い，
校舎環境整理，日直など

m1 職員会議・学年会などの会議 職員会議，学年会，教科会，成績会議，学校評議会など校内の会議
m2 個別の打ち合わせ 生徒指導等に関する校内の個別の打合せ・情報交換など
n1 事務（調査への回答） 国，教育委員会等からの調査・統計への回答など（※今回の調査の回答時間はn3に含めている）
n2 事務（学納金関連） 給食費や部活動費等に関する処理や徴収などの事務

n3 事務（その他） 業務日誌作成，資料・文書（校長・教育委員会等への報告書，学校運営にかかわる書類，予算・費用処理にかかわる書類な
ど）の作成など上記n1，n2以外の事務（※n3には，今回の調査の回答時間（小学校64分，中学校66分）が含まれる）

ｏ 校内研修 校内研修，校内の勉強会・研究会，授業見学，学年研究会など

外
部
対
応

ｐ 保護者・PTA対応 学級懇談会，保護者会，保護者との面談や電話連絡，保護者対応，家庭訪問，PTA関連活動，ボランティア対応など
ｑ 地域対応 町内会・地域住民への対応・会議，地域安全活動（巡回・見回りなど），地域への協力活動，地域行事への協力など
ｒ 行政・関係団体対応 教育委員会関係者など行政・関係団体，保護者・地域住民以外の学校関係者，来校者（業者，校医など）の対応など

校
外

ｓ 校務としての研修 初任者研修，校務としての研修，出張を伴う研修など（免許更新講習は含めない）
ｔ 会議・打合せ（校外） 校外での会議・打合せ，出張を伴う会議など

そ
の
他

ｕ その他の校務 上記に分類できないその他の校務・勤務時間内に生じた移動時間など
ｖ 休憩 校務と関係のない雑談，休憩など

図３．使用する職務分析表の様式

その時間に
行った業務

業務の時刻 業務にかけた時間

業務内容・業務の種類と時刻・時間
時
間
系
列
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表３．職務分析表⑴
番号 業務内容 時程 業務種別 時間
１ 出勤開始記録 7：50～8：05 教務事務 5
２ メールチェック ～8：00 教務事務 5
３ 教室で子どもを迎える ～8：40 生徒指導 25
４ 朝の会 ～8：50 生徒指導 10
５ １限授業 ～9：35 学習指導 45
６ トイレ休憩 ～9：40 休憩　　 5
８ ２限授業 ～10：25 学習指導 45
９ 行間休み（子ども対応） ～10：50 生徒指導 25
10 ３限事務処理（書類作成） ～11：40 教務事務 45
11 ４限授業 ～12：30 学習指導 50
12 給食準備 ～12：40 生徒指導 10
13 給食終了 ～12：55 生徒指導 15
15 給食片付け ～13：10 生徒指導 15
16 休み時間指導 ～13：20 生徒指導 10
17 清掃指導 ～13：40 生徒指導 20
18 教材研究 ～14：20 学習指導 30
19 連絡帳記入 ～14：40 教務事務 20
20 帰りの会 ～14：55 生徒指導 15
21 下校指導 ～15：10 生徒指導 15
22 教室整備 ～15：30 教務事務 20
23 打合せ ～16：00 教務事務 30
24 保護者対応（面談） ～17：00 生徒指導 60
25 打合せ・相談・退勤記録 ～17：20 教務事務 20
26 各種調整 ～18：00 教務事務 40

表４．職務分析表⑵
番号 業務内容 時程 業務種別 時間
１ 登校：出勤記録名札 8：00～8：05 教務事務 5
２ 出勤開始記録 ～8：10 教務事務 5
３ 情報交換 ～8：15 生徒指導 5
４ 生徒登校時指導 ～8：40 生徒指導 25
５ 朝の会 ～8：50 生徒指導 10
６ 書類作成・メールチェック ～9：40 教務事務 50
７ 授業 ～10：30 学習指導 50
８ 休み時間指導（相談） ～10：55 生徒指導 25
９ 授業 ～11：40 学習指導 45
10 採点 ～12：10 学習指導 30
11 給食時準備 ～12：25 生徒指導 15
12 生徒指導（聞き取り） ～12：55 生徒指導 30
13 給食時片付け ～13：05 生徒指導 10
14 休み時間指導（聞き取り） ～13：35 生徒指導 30
15 清掃指導 ～13：55 生徒指導 20
16 授業 ～14：45 学習指導 45
17 帰りの会 ～15：05 生徒指導 20
18 下校指導 ～15：20 生徒指導 15
19 打合せ ～16：00 教務事務 40
20 会議 ～16：50 教務事務 50
21 保護者面談・対応 ～17：30 生徒指導 40
22 結果報告 ～17：45 生徒指導 15
23 残務整理 ～18：00 教務事務 15

表５．職務分析表⑶
番号 業務内容 時程 業務種別 時間
１ 出勤・出勤簿押印 8：10～8：15 教務事務 5
２ 着替え・準備 ～8：25 教務事務 10
３ 休憩 ～8：30 休憩　　 5
４ 職員朝会 ～8：45 教務事務 15
５ 朝の会 ～8：55 生徒指導 10
６ 休憩 ～9：00 休憩　　 5
７ １限 ～9：45 学習指導 45
８ 授業準備 ～9：50 学習指導 5
９ ２限 ～10：35 学習指導 45
10 行間休み（打合せ） ～10：55 教務事務 20
11 休憩 ～11：00 休憩　　 5
12 教材研究 ～11：30 学習指導 30
13 採点 ～11：45 学習指導 15
14 ４限 ～12：30 学習指導 45
15 給食準備 ～12：45 生徒指導 15
16 給食指導 ～13：00 生徒指導 15
17 給食片付け ～13：10 生徒指導 10
18 昼休み（子ども対応） ～13：30 生徒指導 20
19 ５限 ～14：15 学習指導 45
20 休憩（個別対応） ～14：20 生徒指導 5
21 ６限 ～15：05 学習指導 45
22 清掃 ～15：25 生徒指導 20
23 帰りの会 ～15：35 生徒指導 10
24 休憩 ～15：40 休憩　　 5
25 学年打合せ ～16：00 教務事務 20
26 生徒指導会議 ～16：30 教務事務 30
27 採点 ～16：45 学習指導 15
28 教育委員会対応（電話） ～16：55 教務事務 10
29 保護者対応（電話） ～17：10 生徒指導 15

表６．職務分析表⑷
番号 業務内容 時程 業務種別 時間
１ 投稿。出勤簿押印 8：15～8：20 教務事務 5
２ 着替え・準備 ～8：30 教務事務 10
３ 職員朝礼 ～8：45 教務事務 15
４ 朝の会 ～8：50 生徒指導 5
５ １限（書類作成） ～9：20 教務事務 30
６ １限（打合せ） ～9：35 生徒指導 15
７ 授業準備 ～9：40 学習指導 5
８ ２限�授業 ～10：25 学習指導 45
９ 行間休み（生徒指導） ～10：50 生徒指導 25
10 ３限�授業 ～11：35 学習指導 45
11 休憩 ～11：45 休憩　　 5
12 ４限�授業 ～12：25 学習指導 45
13 給食準備 ～12：40 生徒指導 15
14 給食指導 ～13：00 生徒指導 20
15 給食片付け ～13：15 生徒指導 15
16 昼休み（生徒指導） ～13：25 生徒指導 10
17 清掃指導 ～13：45 生徒指導 20
18 ５限 ～14：25 学習指導 45
19 帰りの会準備 ～14：30 教務事務 5
20 帰りの会 ～14：40 生徒指導 10
21 下校指導 ～15：00 生徒指導 20
22 分掌会議 ～15：40 教務事務 40
23 学年会 ～16：00 教務事務 20
24 採点業務 ～16：30 教務事務 30
25 打合せ ～16：45 生徒指導 15
26 保護者連絡 ～17：10 生徒指導 25
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図５．業務種別にわけた時間の割合⑵

図６．業務種別にわけた時間の割合⑶ 図７．業務種別にわけた時間の割合⑷

図８．各業務にかけた時間（分）【１】 図９．各業務にかけた時間（分）【２】

図４．業務種別にわけた時間の割合⑴
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準備，教材研究等），②生徒指導（子ども対応，教育相談，
保護者対応等），③教務事務（書類作成，連絡調整，諸
会議，研修，諸準備等），これに④休憩を加えた４つの
項目を設定，各項目にかかる時間を調べた。帰宅時間が
18時となっているのは変形労働時間制によるものである。
　この結果，職務分析表，業務ごとにかけている時間の
割合，各業務にかけている時間を前のページのように示
すことができる。

５．考　　察

　この結果から，生徒指導，学習指導，教務事務にかけ
ている時間は，人によって異なり，いずれかに偏ってい
る傾向が見出されなかった。先行研究によれば「学習指
導準備の時間が充分に取れない」という教育現場の見解
があったが，人によっては全業務時間の半数を学習指導
に充てていることがわかる。また，逆に１や２のように
生徒指導がほぼ過半となっている者もあった。ただし，
２の場合に見られるように，生徒指導業務が学習指導業
務を圧迫していると言い切ることはできない。４に見ら
れるように，生徒指導，学習指導，教務事務にほぼ同じ
時間を割いている者もあった。このように，各教員が業
務にかけている時間は教員個人によって差があることが
わかった。
　また，生徒指導，学習指導，教務事務の個々の業務に
かけている時間をみると，一つの業務にかけている時間
が最大で60～45分であることがわかる。これは，小学校
が時間割という時程によって活動していることが関連す
る。「授業」という学習指導業務は，１時間の単位で行
われることが通例である。「授業」は45分間継続して行
われる。このため，学習指導業務は45分間継続して行わ
れていることが読み取れる。ところが，その他の業務は，

最大でも30分程度の細切れで実施されていることが読み
取れる。このことから，教員は授業以外の業務に関して
は，時間的に30分以下の細切れで実施しており，時間を
かけてじっくりと取り組むことが難しいということがで
きる。では，教員の業務はじっくりと時間をかけて行う
必要のない業務ばかりかというと，そうではない。例え
ば，評価に関する業務としては子どもひとりひとりに文
章で記述して通知表等に記載することがある。通知表や
指導要録は文書として残るものであるため，慎重に記述
しなければならない。そのためには，一定の時間をかけ
て丁寧に記述する必要がある。あわせて，個人情報保護
についても注意する必要がある。また，教育実践を記述
したり，授業研究のために指導案を作成したりするなど，
集中して連続で行い一定の時間がかかる研修に関する教
務事務もある。このような業務を行うための集中した時
間を勤務時間内に取ることが困難である実態があること
がわかる。さらに，生徒指導業務で，子どもから案件に
ついての事実を聞き出す業務や子どもの教育相談に関す
る業務など，時間をかけて子どもと向き合い信頼関係を
構築して，じっくりと取り組みたい業務もある。今回の
調査ではこうした聞き取りについては，多くの教員が給
食関係の時間や休み時間などの隙間を使って実施してい
た。放課後は下校指導や会議，分掌の仕事など個人で時
間を調整して生徒指導の時間を捻出することが困難であ
る。すなわち，放課後は組織として仕事をする時間とさ
れていることが多く，自身の学級の為だけに時間を充て
ることが難しい。すでに学校の予定が組まれている。こ
うした個別に子どもと向き合う時間を確保することは学
級指導上の課題であると言えよう。
　次に，各個別業務を見ていく。先にも述べたように学
習指導業務については授業時間が定められているため45
分間の連続した業務時間が多く認められる。一方で授業

図10．各業務にかけた時間（分）【３】 図11．各業務にかけた時間（分）【４】
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時間以外の時間は学校では通常「空き時間」と呼ばれ，
授業以外の業務に充てる時間となっている。ところが，
この時間を授業準備や教材研究に充てている者は今回の
調査ではあまり見出すことができなかった。授業準備は，
授業と授業の間の５分間の移動時間に教材を持ち出し，
並べるという程度に終始しいていた。「空き時間」に書
類作成や連絡調整など教務事務や生徒指導のための打ち
合わせに使っている事例が多く見受けられた。また，「空
き時間」は時間割によって変動する。高学年では専科教
員による授業が多くなり，その分「空き時間」は多くな
るが，６時間目まで授業があるため授業時間も増えるこ
とになる。一方低学年は学級担任の授業時間が多いため
「空き時間」が高学年に比べて少ない。一方，子どもの
下校時間が早く放課後の時間が多く持てるようになって
いる。基本的には，教員１人あたり持ち時間は標準時数
が定められており，多少の凸凹はあるものの，差が出な
いように調整されている。ただ，「空き時間」が曜日によっ
て集中したり，その逆であったりする場合がある。この
ことが業務の遂行に影響していることは禁じ得ないと言
えよう。
　学級指導や給食指導，清掃指導は定められた時間内に
行う活動であり教育課程に配置されているが，子どもた
ちの活動やその日のやるべき内容や量（例えば，給食の
メニュー）によってその時間は日によって多少の違いが
ある。とりわけ，給食指導は学級担任によってその様式
が異なるパーソナルな指導となるため，その指導時間に
は差が出てしまう。学級担任には，朝の会・帰りの会と
いった一日の始まりとまとめの活動の指導がある。これ
は，それぞれを足すと１日当たりおよそ１時間の授業時
間と同じくらいの時間になることがある。朝の会・帰り
の会の内容は学習指導要領等に示されているわけではな
く，学年・学級によって担任の裁量で決めることができ
るため，日々の学級指導の時間に何をするかということ
は，学級担任の裁量で調整することができる。この時間
は学級経営を左右すると言っても過言ではない時間であ
るため，丁寧に指導する教員も多い。
　また，保護者対応の時間は，担任する学級の様子や保
護者の様子を踏まえて，教員によって差があった。とり
わけ，これは保護者との直接の面談がある・なしで大き
く変わってくる。そのため，通常は担任に任せるだけで
はなく，生徒指導部や管理職を含む組織で対応すること
が原則とされている。保護者面談は毎日行われるわけで
はないが，保護者対応がまったくないという日はないだ
ろう。面談はなくても電話による対応もあり，これも一
定の時間を占めていることがわかる。同時に対応するだ
けではなく，対応によって得られた情報を学年や生徒指
導主任，管理職等と共有する時間が必要である。児童の
問題行動へのアプローチであるとか，保護者への対応の
方針であるとか，生徒指導問題については，組織的な対
応が求められる。そのため，教員の対応については，担
任個人の判断ではなく，学年を中心として，場合によっ
ては管理職も含んで，一定の方針をもって対応する必要
がある。この情報共有は場合によっては長時間に及ぶこ
ともある。また，生徒指導業務に関しては，子どもへの
指導・対応や保護者への対応は，その多くが個別に行わ

れることであり，事案によってはかなりの時間を要する。
ひととひととの信頼関係を築き，生徒や保護者により
そった問題解決が必要であることが多く，時間の短縮や
合理化は困難な業務である。もちろん，スクールカウン
セラーや組織としての生徒指導も行われるが，児童の指
導に関する業務は一義的には担任教師の業務であるため，
代替は難しい。
　学習指導に関しては，授業は業務として必要な学習指
導業務であるが，これに向けての教材研究等の準備時間
が非常に少ない。そのため，教科書や教科書の指導書に
頼りつつ授業が行われるなど，現場の教員の専権事項で
ある教材研究の時間が十分に取れていないという実態が
明らかである。教材研究は，学級の子どもたちに適合し
た授業を行うために欠くことのできない業務であり，教
師の指導力向上にとって必要な，教師としての基本的な
業務である。こうした教材研究の時間を捻出することが
勤務時間内にとれないというのは由々しき問題である。
学校の中に支援者を増やして，教員の業務を軽減しよう
とする対策がとられているが，生徒指導にしても教材研
究にしても，いずれも教員としての専門的な知識や技能
が必要な業務であり，教員以外のものが代替できる業務
ではない。
　また，給食指導についても準備や片付けだけではなく，
食育として，食べることへの指導を含むため，作業準備
を手伝うことはできても指導については担任教員の業務
となり，代替することはできない。ただし，給食指導が
担任教師の裁量に任されているにもかかわらず，給食の
指導方法については，体系的に研究が行われておらず，
教員養成の段階でも学生に対して給食の指導法が扱われ
ていない。そのため，学生は教育実習において初めて給
食指導の場に出くわすことになる。しかも，その場は教
員が個別に実施している極めて経験的な場である。実習
生のみならず，教員に対する給食指導法に関する研修も
行われていない。この点から給食指導についてはその方
法等を研究的に追及して，現状を改善する余地があると
考えられる。

６．結　　論

　以上，教員の職務一覧表を作成して，その業務分析を
おこなった。結果，教員によって，業務種別ごとにかけ
ている時間には差があることがわかった。一方で，一つ
の業務にかける時間が連続しておらず，短くなっている
ことがわかった。すなわち，多くの教員が細切れの仕事
をしていることになる。このことは，集中して仕事をす
ることができず，教員がやりたいことが充分にできない
という多忙化意識を生み出すことにつながる。また，生
徒指導については，その内容が多岐にわたっており，こ
れの共通点を洗い出しシステム化することで軽減を図る
可能性が見出された。
　教員の職務一覧表を作成することは，その教員の働き
方の特性を可視化して実態を浮き彫りにすることができ
ると言える。
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